
令和3年度 指定都市市長会シンポジウム

令和４年（2022年）３月２日

熊本市長 大西 一史



〇人口：738,865人
※熊本県人口1,738,301人の約42.5%

〇人口密度：約1,900人
※京都市 約1,800人に近い水準

〇熊本市内初の感染確認：
令和２年2月21日

※熊本県内初の感染確認となる

〇感染事例（事例番号）：23,783例
※熊本県内44,267例のうち約5４％
（令和4年2月20日時点） 2022年2月20日現在

数字は感染事例番号数

熊本市外
２０，４８４
４６％

１ 熊本市の状況

熊本市内
２３，７８３
５４％
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〇指定都市は人口・人流が密集し、感染者が多く、
広がりも早い。

⇒ 手探り状態の中で、様々な問題に対して機動的な
対応が必要。

〇指定都市を中心に周辺地域への感染が広がっていく。

⇒ 感染拡大を抑えるために、県や他自治体と連携し
つつも、先行した対策が必要。

２ コロナ禍における指定都市の問題
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令和2年3月に本市独自の対策を進めていく上で、迅速な意思決定と機動的
な対応を可能とするため、熊本市新型コロナウイルス感染症対策専門家会議

を設置し、県に先行して本市独自のリスクレベルを作成。

≪熊本市専門家会議の開催≫
・R2年3月24日
熊本市新型コロナウイルス感染症
対策専門家会議 開催

≪リスクレベルの作成≫
・R2年3月に県に先行して熊本市
独自のリスクレベルを作成。
・リスクレベルに応じた対策を実施。
・作成後も感染状況に応じ適切に
リスクレベルの見直しを行う。

３ 熊本市新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の設置

本市独自のリスクレベル（３月31日決定、６月３日一部修正）
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４ 熊本県・熊本市新型コロナウイルス感染症対策合同
専門家会議の開催

令和2年4月に、地域医療体制の確保やまん延防止など特措法に基づ
く措置の実施主体である県と合同で専門家会議を開催。
感染拡大防止と医療提供体制の確保に県市連携で取り組む。

≪熊本県・熊本市新型コロナウイルス感染症対策
合同専門家会議の様子≫

〇県市合同専門家会議を設置
することを県に提案。

〇令和2年4月3日
第1回 熊本県・熊本市新型
コロナウイルス感染症対策合同
専門家会議 開催

〇合同専門家会議ではリスクレベル
の統一化等についても議論
⇒R2年10月には県のリスクレベル
に統一した。
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５ 全小中学校でのオンライン授業の開始

小中学校の臨時休校に向けた、児童生徒の学力保障等の対応検討
へ早期着手し、迅速なオンライン授業を開始。

令和2年2月27日
教育委員会へ臨時休校要請に
伴う対応について検討を依頼

令和2年3月2日
市立学校等の臨時休校

（同年５月31日まで）

令和2年4月15日
全小中学校で
オンライン授業開始

≪オンライン授業の様子≫
6



６ コロナ禍で見えた課題

指定都市など大都市部において多数の陽性者が発生
している現状の中で、感染症法に設けられている指定都
市の権限に関する特例が特措法には設けられていないな
ど、指定都市の市長の事務・権限は極めて限定的と
なっている。

都市の実情に応じた柔軟かつ機動的な感染症対策を

主体性をもって実施できるような権限とそれに応じた財

源が必要。

課題
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１ 都市を取り巻く現状

9

【第32次地方制度調査会】（抜粋）
・ 2040年頃にかけて生じる変化・課題、大規模な自然災害や感染症等の
リスクに的確に対応するために、地域の枠を越えて連携し、役割分担を柔軟
に見直す視点が重要。

・ 市町村においては、他の地方公共団体と連携し、住民の生活機能の確保、
地域の活性化・経済成長、災害への対応等に広域的に取り組んでいくことが
必要。

〇 少子高齢化の進行（人口減少社会への突入）

〇 大規模な自然災害、感染症のリスク

近隣市町村と連携した対応が必要



２ 熊本連携中枢都市圏の現状
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国立社会保障・人口問題研究所が2018年3月に
公表した「日本の地域別将来推計人口」（出生中
位・死亡中位仮定）のデータを基に作成（2015
年・2020年の値は国勢調査による実績値）

熊本市周辺の圏域人口（熊本市を含む近隣18市町村の人口）
は、
2015年以降減少に転じ、今後も減少傾向が継続する見込み

166,618 166,129 161,172 158,515 152,669 147,195 143,076 138,287 

727,150 702,951 
673,234 650,985 632,334 613,335 

581,316 
552,023 

263,705 302,511 
327,738 345,931 

353,999 
357,479 

366,254 
367,728 

1,166,511 1,171,601 1,162,144 1,155,431 1,139,002 1,118,009 
1,090,646 

1,058,038 

0

20.0万人

40.0万人

60.0万人

80.0万人

100.0万人

120.0万人

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年

圏域における将来推計人口

総数：人

65歳以上：人

15～64歳：人

0～14歳：人



３ 熊本連携中枢都市圏の概要
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６市１０町２村 計１８市町村
⇒ 【全国３位】 ※総務省HPより

熊本市・菊池市・宇土市・宇城市・阿蘇市・合志市・美
里町・玉東町・大津町・菊陽町・高森町・西原村・
南阿蘇村・御船町・嘉島町・益城町・甲佐町・山都町

圏域を構成する市町村

圏域人口

１,162,144人 ⇒ 【全国６位】

※総務省HPより（R2国勢調査による）
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熊本市は「連携中枢都市」
熊本市は、連携中枢都市として、魅力と活力に満ちたこの都市圏の一体的な

発展に向け、圏域の市町村と連携しながら、経済の成長、都市機能の集積・強
化、生活関連機能サービスの向上に向けた取組を推進することを宣言している
（H27.6.）。



４ 熊本連携中枢都市圏における取組の効果
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圏域全体の経済成長
のけん引
6事業

（例）食の販路拡大・
プロモーション事業

高次の都市機能
の集積・強化

6事業

（例）熊本市民病院に
おける総合周産期母子
医療センター

圏域全体の生活関連
機能サービスの向上

54事業

（例）図書館における
圏域住民の相互利用

近隣市町村と連携しながら
熊本市が主に役割を担う

熊本市と近隣市町村
が共同して役割を担う

熊本連携中枢都市圏において、６６の連携事業に取り組んでい
る。

連携によるスケールメリット、連携市町村の業務の補完により、
圏域内の行政の効率化・安定した行政サービスの提供につながる



5 熊本連携中枢都市圏における連携事業例①
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流通業者等と連携して、農水産物や加工品の新たな販路を開拓するととも
に、生産者と連携したプロモーションにより、大消費地における販路を拡大す
る。
また、海外に向けてもプロモーションや商談機会を提供する。

〇 食の販路拡大・プロモーション事業

圏域全体の経済成長のけん引のため、主に熊本市が中心と
なって連携市町村と共に取り組んでいるもの。

首都圏での期間限定アンテナショップの様子 イタリアで実施した熊本ウィークの様子



病児・病後児保育事業について、圏域市町村に存する施設
において熊本市と近隣市町村の住民が相互に利用を行う。

LINEで相談専用アカウントを作成し、登録した方からの相談を研修を受けた相談員
が受け付け、相談に応じる。

６ 熊本連携中枢都市圏における連携事業例②
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圏域市町村の図書館等について、熊本市と近隣市町村が相互の
住民に対し、図書資料の貸出等のサービスを実施する。

〇 図書館における圏域住民の相互利用

圏域全体の生活関連機能サービスを向上させるため、
熊本市と連携市町村間で相互利用を行っているもの。

〇 LINEを活用した相談業務（自殺対策強化）

熊本市で行っていた事業の対象を連携市町村まで広げたもの。

〇 病児・病後児保育における圏域住民の相互利用



７ 地球温暖化対策の共同推進

熊本連携中枢都市圏（１８市町村）
2020年 「2050年ゼロカーボン」を目指すことを宣言
2021年 全国で初、都市圏の地球温暖化対策実行計画を策定

18市町村全てで共通の計画を策定し、取組を前進

連携市町村全17市町村と共同で温暖化対策の取組を推進

18市町村長による計画策定記念

環境省シンポジウムにおいて
「ゼロカーボン」を目指すことを宣言
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８ 指定都市が担うべき役割・取組
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指定都市としての規模・中核性を活かし、連携
中枢都市として熊本連携中枢都市圏の取組を
推し進め、圏域をけん引する役割

大都市としての「現場力」や「総合力」を活
かし、近隣市町村も含めた圏域全体の発展、
ひいては日本全体の底上げにつなげていきた
いと考えている。
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＜参考＞ 全国都市緑化くまもとフェア（くまもと花博）の開催

「全国都市緑化くまもとフェア（くまもと花博）」（2022年3月19日～
5月22日）を開催（連携中枢都市圏の取組事業の一つ）。
県内すべての市町村をパートナー会場と位置づけ、花と緑、地域資源を
活かしたおもてなしを実施する。



令和3年度 指定都市市長会シンポジウム

令和４年（2022年）３月２日

熊本市長 大西 一史
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熊本地震から４月で６年、
これまでの温かいご支援に
感謝申し上げます。

熊本市は、被災者の生活
再建を最優先に、復旧・
復興に取り組んできまし
た。

１ 熊本地震から６年・・・



〇 救助の実施体制（原則）

・ 都道府県知事が救助実施主体となる（法定受託事務）。

・ 必要に応じて、事務の一部を市町村長へ委任できる。

〇 救助の種類

・ 避難所及び応急仮設住宅の供与

・ 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給

・ 被服、寝具その他生活必需品の給与及び貸与 等

２ 災害救助法とは（制度の概要）

「災害救助法」は、発災後の応急時における応急救助に

関して規定する法律である。
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２

３ 熊本地震における災害対応で生じた課題

迅速な対応に支障！

さらに県との連携不足や認識のずれによる支障も・・・

〇 発災後の救助について、県と連携して対応するも・・・

⇒ 県から事務委任を受けたが、委任の範囲が不明確

⇒ 国との協議も実施主体である県を通じ行うことが必要
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○ 内閣府が、熊本・大分両県及び両県内の市町村
に対し、罹災証明書の迅速な交付を繰り返し要

請。

○ より迅速な被災者支援につなげるため、本市は、
２次調査の調査票を簡略化した独自の調査票を
使用。

○ 県内他自治体から、本市と他市町村で調査結果
に不公平が生じるのではないかというような疑義が
あがった。

住家被害認定調査に関する事例
平成２８年９月１７日 熊日新聞（朝刊）

全
壊

5,745件

大規模半壊 8,948件

半
壊

38,799件

一部損壊 82,457件

計 135,949件

罹災証明交付件数（2020年１２月現在）

熊本市

135,949件

64%

熊本市

以外

77,809

件…

県内の被害件数の６割以上を占める

４ 熊本地震における支障事例
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５ 課題解決に向けた対応

○ 平成26年5月 『災害対応法制の見直しに関する指定都市市長会要請』
※ 東日本大震災を踏まえ、指定都市を救助の主体にすること等を要請

○ 平成26年 地方分権に関する提案募集に対し、指定都市市長会として共同提案

○ 平成28年5月・7月・11 月 救助権限の移譲等について要請・意見表明
（指定都市市長会）

※ 熊本地震の発生を機とした要請

○ 平成30年6月 災害救助法改正案成立

○ 平成30年７月
「大都市における地震等への災害対策や復旧・復興
に関する指定都市市長会提言」

※ 災害救助法における救助範囲の拡大等を要請

⇒ （平成27 年1月 閣議決定）救助事務の委任は現行規定上も可能。予め都道県・
市町村間で十分調整し、委任の内容・場合を定めておくことが有効

H30.7 内閣府副大臣への要請

平成31年4月 改正災害救助法施行

→ 指定都市の一部が救助実施市に
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６ 課題解決への取組（災害救助法の改正）

災害救助法の改正により、指定都市が国から指定を受けた場合、

道府県の事務委任を待たずに、直接、救助実施主体として被災者

の救助を実施できるようになった。
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指定都市が県から権限の移譲を受けることにより

７ 課題解決への取組（救助実施市の指定）

【救助実施市として指定を受けた指定都市】

平成３１年４月１日

仙台市、横浜市、相模原市、川崎市、
神戸市、岡山市、福岡市、北九州市、

熊本市

令和元年12月2日

名古屋市

令和2年4月1日

さいたま市、京都市

※ 政令指定都市のうち救助実施市 １２都市／２０都市

・ 住民ニーズに直結した迅速的確な応急救助が可能に

・ 救助実施に関し、県を介さずに国と協議等が可能に

・ 県は他市町村の救助・支援等への注力が可能に
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８ 新たな時代に求められる指定都市の姿

〔事務権限と税財源の更なる移譲〕
指定都市が、他の市町村を支援し、将来にわたって圏域をけん

引する役割を果たすためには、更なる権限・財源の移譲が必要。
あわせて、大都市が多種多様な行政課題に、より効率的かつ機

動的に対応するためには、地域の実情に応じて選択できる多様な
大都市制度を構築することが必要。

災害対応や被災地支援において要求されるのは、「迅速性」と
「専門性」であるが、指定都市は市民に寄り添う基礎自治体である
と同時に大都市としての総合力を兼ね備えている。

指定都市がその能力を発揮するためには・・・
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経験を活かした恩返し
「受援」から「支援」へ

・避難所運営

・応急危険度判定

・被災家屋調査

・災害ごみ処理 など

９ 熊本市は「受援」から「支援」へ



7月4日 ・県内初の大雨特別警報が発表され、同日、総括支援チーム
第１陣(３人)を派遣

7月8日 ・熊本市が被災市区町村応援職員確保システムにおける
人吉市の対口支援団体に決定

※ 対口支援を含めた熊本市の派遣支援は延べ5,000人を超える

〔事例１〕

令和2年7月豪雨に伴う熊本県南地域への派遣支援

〔事例２〕

令和3年7月熱海市土石流災害への職員派遣

7月3日 ・熱海市長及び全国市長会会長からの要請を受け、
熊本市の危機管理職員２名を熱海市役所に派遣

7月4日 ・現地対策本部に入り、被災者支援の手順や体制づくり
などについて支援（助言等）を実施

7月7日 ・静岡県に支援を引き継ぎ、帰庁（帰熊）

10 熊本市「支援」の事例
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